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計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て

　

老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
老
人
福
祉

計
画
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
３
年

を
１
期
と
す
る
介
護
保
険
事
業
計
画

は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
体
の
も
の
と
し
て

策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は
、

計
画
期
間
に
お
け
る
目
標
を
達
成
す

る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
高
齢
者
施
策

を
展
開
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
総
合

的
に
示
し
、
介
護
保
険
事
業
計
画
で

は
主
に
計
画
期
間
の
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
見
込
み
量
等
に
つ
い
て

示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
計
画
の
策
定
に
当
た
り
、
平

成
22
年
度
に
65
歳
以
上
の
市
民
の
人

や
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対

し
、
施
策
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
庁
内
の

策
定
幹
事
会
だ
け
で
は
な
く
、
計
画

に
広
く
市
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る

よ
う
に
、
公
募
に
よ
る
市
民
の
代
表

者
を
含
む
計
画
策
定
委
員
会
を
設
置

し
、
委
員
会
の
中
で
様
々
な
ご
意
見

を
い
た
だ
き
な
が
ら
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。

計
画
の
期
間

　

平
成
24
年
度
を
初
年
度
と
し
て
、

平
成
26
年
度
ま
で
の
３
カ
年
を
計
画

の
期
間
と
し
て
い
ま
す
。

計
画
の
概
要

　

今
回
の
計
画
は
、
こ
れ
ま
で
の
計

画
の
基
本
理
念
で
あ
る「
み
ん
な
で

つ
く
る
、心
か
よ
う
健
や
か
な
ま
ち
」

を
は
じ
め
、
次
の
５
つ
の
基
本
目
標

を
継
承
し
計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

【
基
本
目
標
】

・
健
康
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

・
生
き
が
い
を
持
て
る
ま
ち

・
と
も
に
支
え
合
う
ま
ち

・
安
心
し
て
支
援
を
受
け
ら
れ
る
仕

　

組
み

・
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
体
制
整
備

計
画
の
閲
覧

　

計
画
は
、
高
齢
介
護
課
、
市
政
情

報
コ
ー
ナ
ー
、
中
央
図
書
館
、
地
域

学
習
セ
ン
タ
ー（
各
地
区
公
民
館
、

勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
学
習
セ
ン
タ
ー
）、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

介
護
保
険
料

　

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
に

つ
い
て
は
、
介
護
保
険
事
業
計
画
の

中
で
推
計
さ
れ
る
、
今
後
３
年
間
の

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
事
業

見
込
み
額
を
基
に
算
出
さ
れ
ま
す
。

（
表
２
）

　

高
齢
化
の
進
展
に
よ
る
人
口
構
成

比
の
変
化
等
に
対
応
す
る
た
め
、
国

の
制
度
改
正
に
よ
り
平
成
24
年
度
か

ら
は
65
歳
以
上
の
人
の
負
担
割
合
が

20
％
か
ら
21
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。
※
こ
の
負
担
割
合
は
国
が
交

付
す
る
調
整
交
付
金
の
額
に
よ
っ
て

変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
国
の
制
度
改
正
に
よ
り
介

表₁　北本市の高齢化率等の推計

表₂　介護保険標準給付費の見込み

　

市
で
は
、
平
成
24
年
度
か
ら
平
成
26
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す
る

高
齢
者
福
祉
計
画
２
０
１
２
・
第
５
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。
北
本
市
の
高
齢
化
率
は
増
加
傾
向
で
推
移
し
て
お
り
、
今
後

も
こ
の
傾
向
は
続
く
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。（
表
１
）

　

こ
の
計
画
で
は
「
高
齢
者
が
住
み
な
れ
た
地
域
で
安
心
し
自
立
し
て

豊
か
な
生
活
が
で
き
る
社
会
」
の
実
現
を
目
指
し
た
高
齢
者
施
策
の
展

開
と
、
介
護
保
険
事
業
の
安
定
し
た
運
営
の
た
め
の
施
策
を
位
置
づ
け

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
計
画
の
概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▪問合せ　高齢介護課高齢者福祉担当（直通594-5539）、介護担当（直通594-5540）

「
み
ん
な
で
つ
く
る
、

　
心
か
よ
う
健
や
か
な
ま
ち
」の　

　
　
　
　
　
　
　
　
実
現
に
向
け
て

︱
高
齢
者
福
祉
計
画
２
０
１
２
・
第
５
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
︱

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
総人口 70,493人 70,193人 69,951人 69,567人 69,207人 68,807人
65歳以上 14,610人 15,119人 15,544人 16,421人 17,284人 18,140人
高齢化率 20.7% 21.5% 22.2% 23.6% 25.0% 26.4%

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
要介護認定者 1,719人 1,863人 1,982人 2,113人 2,262人 2,379人
認定者率
（対高齢者） 11.8% 12.3% 12.8% 12.9% 13.1% 13.1%

居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス
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護
報
酬
の
単
価
が
約
1.2
％
引
き
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、
北
本
市
で

は
高
齢
化
の
進
展
に
よ
る
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
増
加
の
他
に
、
計
画
期
間

中
に
介
護
老
人
福
祉
施
設
等
の
施
設

整
備
が
予
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
介

護
給
付
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い

ま
す
。

介
護
給
付
費
支
払
基
金
を

約
１
億
６
，０
０
０
円
取
崩
し

　

市
で
は
介
護
保
険
料
の
上
昇
を
で

き
る
だ
け
抑
制
す
る
た
め
に
、
介
護

給
付
費
支
払
基
金
を
３
年
間
で
約
１

億
６
，０
０
０
万
円
取
崩
し
財
源
と

し
て
充
当
し
ま
す
。

　

ま
た
、
埼
玉
県
か
ら
交
付
さ
れ
る

財
政
安
定
化
基
金
の
拠
出
額
約
１
，

７
０
０
万
円
に
つ
い
て
も
、
財
源
と

し
て
充
当
し
ま
す
。
こ
の
充
当
に
よ

り
、
保
険
料
が
月
額
281
円
軽
減
さ
れ

て
い
ま
す
。（
表
３
）

特
例
第
３
段
階
を
新
た
に
設
定

　

介
護
保
険
料
の
上
昇
に
よ
る
低
所

得
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
市
で
は
新
た

に
特
例
第
３
所
得
段
階
を
設
け
ま
す
。

　

ま
た
、
引
続
き
第
３
所
得
段
階
の

保
険
料
率
を
国
の
基
準
よ
り
も
低
率

に
し
、
特
例
第
４
所
得
段
階
に
つ
い

て
も
継
続
し
て
実
施
し
ま
す
。（
表
４
）

平
成
24
年
度
か
ら
平
成
26
年
度

ま
で
の
介
護
保
険
料

　

市
で
は
介
護
保
険
料
の
上
昇
を
で

き
る
だ
け
抑
制
す
る
た
め
に
基
金
等

を
財
源
と
し
て
充
当
し
、
ま
た
、
低

所
得
者
へ
の
配
慮
か
ら
特
例
の
所
得

段
階
を
設
け
る
こ
と
と
し
ま
し
た

が
、
介
護
保
険
制
度
の
運
営
に
必
要

な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
平
成
24

年
度
か
ら
平
成
26
年
度
ま
で
の
65
歳

以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
基
準
月
額

が
現
在
の
３
，１
４
９
円（
年
額
３
万

７
，７
０
０
円
）か
ら
４
，０
４
８
円

（
年
額
４
万
８
，５
０
０
円
）に
改
定

に
な
り
ま
す
。（
表
４
）

　

埼
玉
県
の
平
均
保
険
料
月
額
は

４
，５
０
６
円
で
あ
り
、
北
本
市
は

平
均
額
以
下
と
な
っ
て
い
ま
す
。

表₃　介護給付費支払基金等の取崩し予定

表₄　介護保険料（年額）の期別比較

▪問合せ　高齢介護課高齢者福祉担当（直通594-5539）、介護担当（直通594-5540）

本来の保険料
基準月額　4,329円

281円軽減
（月額）

281円軽減
（月額）

281円軽減
（月額）

H24年度 　H25年度　 H26年度

介護保険支払基金取崩し額　　　162,844,968円
埼玉県財政安定化基金拠出額　　 17,592,913円

※介護保険料は基準所得段階である第₄段階の金額を₁として、所得に応じそれぞれの段階の保険料率を乗じて決定されています。

➡

←新設

←国基準は
　０.75

基準所得
段階

対象となる人 第₄期（H21～23年度）

第₁段階 ●生活保護受給者の人
●老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人 18,800円 0.5

第₂段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合
計所得金額の合計が80万円以下の人 18,800円 0.5

（特例） 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合
計所得金額の合計が120万円以下の人 ー ー

第₃段階 世帯全員が住民税非課税で、第₂段階に該当しない人 26,300円 0.7

（特例）
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税
非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計
が80万円以下の人

33,900円 0.9 

第₄段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税
非課税で、特例第₄段階に該当しない人 37,700円 1.0 

第₅段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円未
満の人 47,100円 1.25

第₆段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以
上500万円未満の人 56,500円 1.50 

第₇段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以
上の人 65,900円 1.75

第₅期（H24～26年度）

24,200円 0.5

24,200円 0.5

29,100円 0.6

33,900円 0.7

43,600円 0.9

48,500円 1.0 

60,600円 1.25

72,700円 1.50 

84,800円 1.75

軽減後の保険料
基準月額　4,０48円


